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地区及び団地再生の主要な課題 

① コミュニティの高齢化と次世代の担い手不足 
・定住志向の高い高齢者が多く住む地区である。 

・更なる高齢化は様々な課題を引き起こす。 

・近居の割合が高い地区であり、高齢世帯と娘・息子世帯

助け合っている。 

・居住者の地域活動への参加意欲はあるが、その担い手は

不足している。 
 

 

② コモン・スペース（斜面緑地等）の管理 

・里山を造成して開発した団地であり、斜面地が多く、

長年の経過の中で斜面緑地になった。 

・緑地の管理についてのクレームが多い。 

・緑地の所有者・管理者に全てを依存するのも難しい

状況である。 
・適切な管理・整備方策が見つかれば団地の景観は格段 

に良くなる。 

 

 

造成時（公社撮影） 

地域の活動・企画への参加希望（再掲） 
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地区及び団地再生の主要な課題 

③ 居場所の必要性 

・住民は一人で気楽に訪れることができる場所やカフェ・

居酒屋を望んでいる。 

・自由意見でも、大人のサークル、地元の人が集まって

飲めるような居酒屋、スナックのようなものが欲しい

というような意見があった。 

・インフォーマルな居場所が地区内に少ない。 

④ 健康志向の高まり 
・住民は、散歩や体操などの活動、健康に関する知識修得など

について非常に熱心である。 

・地域活動に参加するのは健康と関係ないと捉えている。 

・住民の健康志向は今のところ個人的志向によるものである。 

・個人志向からコミュニティの活性化や結びつきを強化する方

向で健康志向に応える取り組みを強化していく必要がある 
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地区及び団地再生の主要な課題 

⑤ 公共交通の衰退と車への依存 

・住民は、公共交通の整備状況や日常の買い物、通院など

について不便を感じている。 

・買い物などの足は、自分や同居家族が運転する車が圧倒的

に多い。 

・年齢別の外出頻度では、年齢とともに減る傾向があり、

特に60歳代から月に1から数回という例も見られる。 

 

⑥ インフオーマル・パブリックの不足 
・日本の団地開発の基準などにはインフォーマル・パブリック

の概念が入っていなかった。 

・その理由はイギリスなどの郊外住宅開発の思想の影響を受け

ていた。 

・こうした郊外開発の思想には、カフェや居酒屋などはパブ

リックなものと認識されず、それを進めた都市計画家の頭

の中にもなかった。 
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地区及び団地再生の主要な課題 

⑦ 用途純化の弊害 
・団地にカフェや居酒屋などがない状況に拍車をかけたのは

用途地域の規制である。 

・地区内にコンビニさえ建築できない団地もある。 

・アンケート調査でもカフェや居酒屋の立地を望む意見が多

いので、規制緩和が必要である。 

⑧ 経営主体の不在(元気なコミュニティ協議会の
法人化の検討) 

・団地開発の歴史を見ると、公的・民間のデベロッパーに限ら

ず開発後の団地の維持運営に関わる組織はほとんどない。 

・自治会などの旧組織が弱体化する中で新たにエリア・マネジメントを

行う地域組織が必要である。 

・元気なコミュニティ協議会はそのような役割を期待されており、法人化

についても検討を行った。 

・検討の結果：構成員の高齢化が進み、後継者を確保することが課題になっていることに加え

て、法人化に対応する事務局体制が現時点では整っていないこと、そのための委託作業等を

産み出す原資について収支計画が成立しないため、今年度の法人化は見送った。 
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地区及び団地再生の目標設定 
全体のコンセプト 

I 里山タウン１.０とは？ 

◉ 住宅地として重要な役割を果たしたが、時代の変化とともに少子高齢化や空き家の増加も続いた
ため、団地再生の目標として「ベッドタウンからの脱却」を掲げ、平成28年から自然と調和した暮
らしを取り戻す取り組みが始まった。 

II 生きがいあふれる「里山タウン 2.0」の提案 
◉ 今回提案する「里山タウン 2.0」では、「幸せ」にフォーカスして課題を 
検討し「共有」「共感」「共助」「共創」を基盤に、地域全体の価値を高める
新しい再生モデルを目指す。 

◉ 「幸せ」とは、住民が心身ともに健康であり、安心して住み続けられる、心
地よい自然環境を創り出しそれらに囲まれながら暮らす、学びや刺激のある機
会が身近に存在する、そして家族との関わりが定期的にあること。 
これらは「きょういく、きょうよう」（今日行くところ、今日の用事）が多く、
生きがいに溢れている状態、これを幸せな状態であると考える。 

◉ これらの幸せ要素を実現するため、地域資源を最大限に利活用し、次世代にも魅力的なエリアに

する必要がある。生まれ育った子どもたちが再び戻り、家族と程よい距離で暮らしながら新たに

子育てをすることで次世代を担う若い世代が確保され、地域全体が持続可能となる。 

それが里山タウン2.0の目標である。 
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地区及び団地再生の目標設定 
① 近居を促進するまちづくり『目標１』 

◉ 当該地区はアンケートでも近居する家族の割合が高いという特徴がある。 

◉ 近居は単に居住形態の一つに留まらず核家族に代わる「幸せな家族形態」とも言える。 

◉ 移住促進もやってきたが、コロナ期のような社会増加はもはや期待できない。 

◉ 移住者のターゲットを近居家族に絞って対策を進めることが必要であろう。 
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地区及び団地再生の目標設定 

② コモン・スペースの管理・整備『目標２』 
◉ この地区及び団地の斜面緑地や街区公園、住棟間の空地は雑草が伸び放題で景観や利便

性が損なわれている。 

◉ 住民の不満と管理側の制約との間に対立関係が生じている。 

◉ 里山タウン 2.0では住民主体でコモン・スペースを整備・活用する仕組みを導入する。 

◉ 公社や行政との連携を強化し、住民活動を支えることで持続可能な運営体制を構築する。 

◉ 支え合いから共創の関係を築き、地域全体の価値向上を目指す。 
 

 
 

航空写真（篰撮影） シモキタ園藝部 
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地区及び団地再生の目標設定 
③  コモンズとしての居場所づくり『目標３』 

◉ 居場所には、それを活性化するためのコミュニティの仕組みが必要である。 

◉ 日本の伝統的なコミュニティ維持の仕組み（もやいとゆい）は参考になる。 

◉ 現代のコミュニティの形には「地縁型コミュニティ」と「テーマ型コミュニティ」がある。 

◉ 居場所はコミュニティ活動を通じて生み出される現代のコモンズ（共有財産）である。 

◉ コミュニティのコモンズとしての居場所づくりを提案する。 

◉ コモンズはコミュニティ、自然環境、地域経済、地域文化と絡めて発展充実させる。 
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地区及び団地再生の目標設定 

④ 健康づくりによるコミュニティ醸成『目標４』 

◉ 一般的に健康寿命を伸ばすための４つの要素（食事・睡眠・運動・生き甲斐）がある。 

◉ ブルーゾーン（健康長寿の場所）を作り出している地域には９つのルールが当てはまる。 

◉ ９つのルールは、個人の健康志向を支える５つの要素とコミュニティのあり方に起因する 

４つの要素に分かれる。この２つの要素群をつなぐの「生き甲斐」である。 

◉ 地域の健康コミュニティを醸成するために、健康コモンズの形成を図る。 
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地区及び団地再生の目標設定 

⑤ 交通弱者の支援『目標５』 
◉ この地区及び団地では公共交通の衰退が進み高齢者の移動が車に依存する状態である。 

◉ 高齢者の買い物、通院、社会参加などへの移動支援の確保が喫緊の課題となっている。 

◉  高齢者の外出と交流は健康とも深く関わっている。特に人との交流が週１回未満になる

と健康リスクになる。 

◉ 国土交通省が打ち出した道路運送法の許可・登録不要のコミュニティの互助活動を支援 

する仕組みを利用して、高齢者の買い物、通院、居場所への移動等について、行政や福

祉施設等と連携し、高齢者の移動を支援する仕組みを提案する。 
 

引用：令和4年度第３回九州厚生局 地域セミナー 

NPO法人 全国移動サービスネットワーク副理事長 河崎民子さん作成 
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⑥ インフォーマル・パブリックの拡大『目標６』 
◉  住民は地区及び団地内に「一人で気楽に訪れることができる場所」と「カフェ・居酒屋」

のようなインフォーマル・パブリックを求めている。 

◉ それはオープンカフェであり、そのまちづくりを成立させる７つのルールが重要である。 

◉ ニューヨークのブライアント・パークはその要素を兼ね備えている事例である。 

◉ 街中の小さなカフェでも工夫次第でオープンカフェを成り立たせることができる。 

◉ 地区及び団地の中心施設にオープンカフェの整備を提案する。 

◉ 「７つのルール」とは。 

① エリアの歩行者空間化 
② 座れる場所を豊富に用意する。 
③ 強力な磁場を持つハイライトの周

りにアクティビティを凝縮させる。 
④ エッジから人々を眺めていられる

場所をつくる。 
⑤ 歓迎感を感じられるエッジを作る

こと。 
⑥ 朝から夜まで多様な用途を混在

させる。 
⑦ 街路に飲食店があること。 
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地区及び団地再生の目標設定 

⑦ エリア・マネジメント組織の設立『目標７』 

◉ エリア・マネジメント組織の有無がその地区及び団地の持続可能性に影響を与える。 

◉ 元気なコミュニティ協議会の活動はテーマ型が多く、地域のまちづくり活動が弱い。 

◉ 元気なコミュニティ協議会の活動は若い人たちとの連携が不十分である。 

◉ ただし、健康団地CR部会の活動は健康づくりを通じたまちづくり活動である。 

◉  健康団地CR部会の活動には幅広い年齢層の人たちが参加しており、この活動を梃子と

して元気なコミュニティ協議会を、地区及び団地再生を推進するエリア・マネジメント

組織に発展させることを提案する。 
 



15 

重点施策及び重点事業の検討・提案 

① しあわせ近居家族支援事業  『提案１』 

◉ 幸せな居住形態である近居家族の支援は二宮町にとって重要なまちづくりである。 

◉ 同居・近居に対する自治体の支援事業は移住促進の立場からも復活・推進すべきである。 

◉  URや東京都住宅供給公社、民間のSEKISUI HOESE でも近居支援をしており、住宅供給主体の協力を要請してはどうだろうか。 

◉  移住相談会、マルシェや故郷祭りの会場で近居についての相談やイベントを開催してはどうだろうか。 
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重点施策及び重点事業の検討・提案 
② 里山緑地  菜園・園藝事業  『提案２』 

◉ コモンスペースの維持管理は、この地区及び団地の将来の持続可能性に関わる。 

◉ こうした課題に所有者・管理者と民間団体が連携協力して維持管理し、緑地に付加価値を産み出しているシモキタ園藝部の活動は大いに参考

になる。 

◉ シモキタ園藝部をモデルに同様の組織をつくり、定期的にコモンスペースの管理・整備を行うとともに、地域内外のコミュニティを巻き込みながら、

定期的なワークショップや収穫祭などを開催し、地域住民に自然と触れ合う機会を提供する。 
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重点施策及び重点事業の検討・提案 
③ 商店街・アーケードの再生  『提案３』 

◉ 奈良の駄菓子屋チロル堂、SNACK LIFE IS ROSEなど、飲食を通じて多世代が交流し、 

その活動が次世代の子供への支援や地域活動への貢献などにつながる仕組みは大いに参考になる。 

◉ こうした事例を参考に百合が丘商店街・アーケードの再生を次の４段階で進めていく。 

I 多様な主体が商店街に足を運ぶ入り口を創出する。 

（コミュナル・ダイニング等の活用） 

II 各店舗が連携してアーケードを活用したイベント等を行う。 

III 全天候型のイベントスペース（雨でも使えるアーケード） 

を週末のマルシェや定期的なフリーマーケット等として活用する。 

IV 商店街の一角にカフェスペースやワークショップエリアを設ける 

ことで、来訪者が長く滞在できる環境を整備する。 

奈良の駄菓子屋チロル堂 
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重点施策及び重点事業の検討・提案 
④ 健康コモンズ事業  『提案４』 

◉  健康とは、肉体的、精神的及び社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。（WHOの定義） 

◉ 健康コモンズとは、健康をテーマとする活動（健康活動）によってコミュニティに誰もが 

使える共有空間（居場所）をつくることである。 

◉ 健康コモンズ事業はこうした理念に基づき、 

・協働して健康増進できるコミュニティ 

・85歳になっても介護認定を受けずに暮らせるコミュニティ 

・介護認定になっても望む暮らしができるコミュニティ 

の３つのコミュニティを創ることを目標とする。 

◉  コモンズ事業は、運動、教育及び文化プログラムの３つで構成される。 
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重点施策及び重点事業の検討・提案 
⑤ 高齢者等移動支援事業  『提案５』 

◉  国土交通省は道路運送法等の改正などを行い、パンフレットを作成して住民などが担い手になる互助の仕組みづくりを支援している。 

◉ 特に、許可・登録不要の互助方式についてもいくつかの事業モデルが提案されている。 

◉ その中の「事業モデルC」を下敷きにして、当該地区のモデル事業を提案する。 
 

C 

提案モデル 
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重点施策及び重点事業の検討・提案 

⑥ カフェなどの用途誘導『提案６』 
◉ オープンカフェはインフォーマル・パブリック・ライフを生み出すルールを小宇宙の 

ように体現している 

◉ ルールが凝縮されたカフェが街に１軒、2軒と誕生すれば、カフェから街は変えられる。 

◉ 小規模なエッジの効いたカフェを地区及び団地内に誘導することを提案する。 

◉ 小規模なエッジの効いたオープンカフェの事例 ⇨ 鎌倉御成町のスターバックス 

◉ 小規模なカフェのルーツ  ⇨ 小堀遠州作の曼殊院「八窓軒」 
 

  

鎌倉御成町のスターバックス 小堀遠州作の曼殊院「八窓軒」 
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重点施策及び重点事業の検討・提案 
⑦ 用途地域規制の緩和  『提案７』 

◉  この地区及び団地には低層住居専用の用途地域が指定され、地域活性化

のために必要な施設の整備に制約がある。 

◉  特に、賑わいをつくり出したい地区内幹線道路と言われるような道路の沿線

にもコンビニや カフェ単体の建築はできない。 

◉  用途地域規制の緩和が課題になるが、一般的な用途地域規制の見直しは都市

計画の一貫性の観点から市町村の都市計画マスタープランなどに位置付けるこ

とが必要である。 

◉  そこで、まず現時点では様々な課題はあるが、用途緩和への道を開く可能性

のある地域再生法のスキームを活用することを提案する。 

（元気なコミュニティ協議会の法人化が必要） 

地域再生法の改正スキーム 
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重点施策及び重点事業の検討・提案 
⑧ 元気なコミュニティ協議会の組織強化  『提案８』 

◉ 元気なコミュニティ協議会をこの地区及び団地のエリア・マネジメント組織に育てるには、まちづくりの活動や事業に取り組む必要があるが、現時
点では十分ではない。 

◉ 健康団地CR部会の活動は地域のコモンズを活動の拠点として健康活動など地域の課題に挑戦する事業を進める点でまちづくり活動であり、エリ

ア・マネジメントの要件である地域の持続的な維持保全を図る活動にも適する。 

◉  元気なコミュニティ協議会の強化策としては、健康団地CR部会を中心にして、更に移動支援事業、菜園・園藝事業等に展開し、地区及び団地再

生を持続的に推進するための、エリア・マネジメント組織（法人化）に発展させることを提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オールドタウン 
 

エリアマネジメント組織の状況 エリアマネジメント組織のイメージ（国土交通省）  

げんコミの将来イメージ（法人化） 


